
札幌市告示第 559 号 

 

手稲稲積公園再整備に向けた基本構想検討業務に係る公募型企画競争について、下記の

とおり告示する。  

令和７年（2025 年）２月 10 日 

札幌市長 秋 元 克 広 

記 

１ 契約担当部局  

〒060-0051 

札幌市中央区南１条東１丁目 大通バスセンタービル１号館６階 

札幌市建設局みどりの推進部みどりの推進課 

電話 011-211-2533 

 

２ 公募型競争に付する事項  

⑴ 業務名   手稲稲積公園再整備に向けた基本構想検討業務 

⑵ 業務内容   

ア 過年度資料の整理及び課題の洗い出し 

イ ていねプール利用者アンケート調査 

ウ サウンディング型市場調査支援 

エ 民間事業者等のヒアリング実施 

オ PPP/PFI 導入に係る検討 

カ 庁内オーソライズに向けた資料作成 

キ 再整備に向けた基本構想（案）の策定 

ク 打合せ 

詳細は企画競争提案説明書による。 

⑶ 履行期間  契約締結日から令和８年３月 27 日まで  

 

３ 参加資格  

以下の要件を全て満たした者に限る。 

⑴ 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

⑵ 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による 

再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始決定後の者は除く）等経営状態 

が著しく不健全な者でないこと。 

⑶ 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が、構 

成員単独での入札参加を希望していないこと。 

⑷ 札幌市競争入札参加停止等措置要領（平成 14 年４月 26 日付財政局理事決裁）に基

づく参加停止措置を受けている期間中でないこと。 

⑸ 令和６・７年度札幌市競争入札参加資格者名簿（工事・建設関連サービス・道路 維

持除雪）において、業種が大分類「建設関連サービス業」、中分類「建設関連調査サー

ビス業」に登録されていること。 

⑹ 令和６・７年度札幌市競争入札参加資格者名簿（工事・建設関連サービス・道路 維



持除雪）において、コンサルタント登録状況が「造園部門」又は「都市計画及び地方

計画部門」に登録されていること。 

⑺ 国又は地方公共団体が発注した都市基幹公園及びそれに類する規模の公園・緑地に

関する基本構想・基本計画等の策定業務を元請として履行した実績（平成 27 年度以降

に履行完了したものに限る。）を有すること。 

                

４ 手続き等 

⑴  提案説明書の交付 

令和７年２月 10 日（月）から、札幌市公式ホームページ内「公園・みどり」の入札 

のページ（https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/nyuusatsu/ 

keiyakujouhou/ippan-koubo/index.html）にて公開する。 

⑵  企画提案書等の提出 

ア 提出方法 郵送（特定記録）又は持参とする。 

イ 提出期限 令和７年２月 28 日（金）17 時 15 分【必着】 

 

５ 選定方法 

⑴ 一次審査（書類審査） 

提出された企画提案書等を企画競争実施委員会により書類審査する。提出者が少数

の場合は省略する場合がある。 

⑵ 最終審査（ヒアリング） 

企画競争実施委員会においてヒアリングを実施し、委員の評価の合計点数が最も高

い企画提案を契約候補者とする。 

 

６ その他 

⑴ 以下の場合には、選定委員会において審査のうえ、失格となることがある。 

ア 提出書類に虚偽の記載をし、その他不正の行為をした者 

イ 本要領に定める手続以外の手法により、実施委員会の委員及び市職員から助言、

援助その他審査の公平を疑われるような行為を受けた者又は当該行為を求めた者 

  ウ 本公募型企画競争の手続期間中に参加停止を受けた者 

    エ 提出書類の提出期間、提出場所、提出方法、記載方法等が、本要領及び各様式の

留意事項に適合しなかった者 

    オ 審査の公平性を害する行為を行った者 

   カ その他、本要領等に定める手続、方法等を遵守しない者 

⑵ 本公募型企画競争に係る一切の経費は、参加者の負担とする。 

⑶ 提出された企画提案書等は返却しない。 

⑷ 企画提案書等の提出期限後の提出、差替え、変更、再提出及び追加は認めない。 

⑸ 本業務に係るデザイン、意匠、版権及び業務に付随して発生する全ての権利は札幌

市に帰属し、札幌市の許可なく無断で使用、情報提供等を行うことを禁ずる。また、

本業務に関連して得られた個人及び企業情報等の全てについて、札幌市及び当該個人

並びに当該企業の代表者の許可なく第三者に情報提供することを禁ずる。 

⑹ 詳細は提案説明書による。 


